
市民税・府民税・森林環境税　の算出方法 ※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

※千円未満切捨て

①～⑤は、裏面「税額控除」の各控除に対応する番号

※百円未満切捨て
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・大阪府では、森林及び都市の緑の環境整備として実施する災害の防止及び暑熱環境の改善に係る施策等に必要な 
 財源を確保するため、平成28~令和9年度の間、府民税均等割額に300円加算しています（府民税超過課税） 

令和6年度から、国税である 
「森林環境税」（年額1,000円）が 
市民税・府民税の均等割と併せて課税されます。 

市民税：

府民税：
所得割 税率

(総合課税分)

6%

4%

市民税： 3,000円

府民税： 1,300円
均等割額

森林環境税 1,000円 


